
大口町告示第１２３号 

 

 大口町子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

 

  令和７年１２月２３日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

 

大口町子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町子育て世帯訪問支援事業実施要綱（令和６年大口町告示第３７号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第２号イ中「児童福祉法、」を「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、」

に改め、同号ウ中「又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐待を

行った者」を「、児童福祉法第３３条の１０第１項に規定する被措置児童等虐待又

は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２７条の２第１項（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第２８条第２項（同法第８２条において準用する場合を含む。）において準用する

場合を含む。）に規定する入園児虐待を行った者」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 



大口町子育て世帯訪問支援事業実施要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（訪問支援員） （訪問支援員） 

第６条 略 第６条 略 

 (1) 略  (1) 略 

 (2) 略  (2) 略 

  ア 略   ア 略 

  イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）、児童買春、児童ポルノに係る行為

等の規制及び処罰並びに児童の保護に関

する法律（平成１１年法律第５２号）そ

の他国民の福祉に関する法律（児童福祉

法施行令（昭和２３年政令第７４令）第

３５条の５各号に掲げる法律に限る。）

の規定により罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者 

  イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに

係る行為等の規制及び処罰並びに児童の

保護に関する法律（平成１１年法律第５

２号）その他国民の福祉に関する法律

（児童福祉法施行令（昭和２３年政令第

７４令）第３５条の５各号に掲げる法律

に限る。）の規定により罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなるまでの者 

  ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成

１２年法律第８２号）第２条に規定する

児童虐待、児童福祉法第３３条の１０第

１項に規定する被措置児童等虐待又は就

学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２７条の２第１項

（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第２８条第２項（同法第８２条にお

いて準用する場合を含む。）において準

用する場合を含む。）に規定する入園児

虐待を行った者その他児童の福祉に関し

著しく不適当な行為をした者 

  ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成

１２年法律第８２号）第２条に規定する

児童虐待又は児童福祉法第３３条の１０

に規定する被措置児童虐待等を行った者

その他児童の福祉に関し著しく不適当な

行為をした者 

２ 略 ２ 略 

 


